
実施方針に関する質問に対する回答【平成27年12月16日修正点】 【館林市立学校給食センター整備運営事業】

№ 書類名 頁 章 1 (1) ① ア (ｱ) 資料 項目名 質問内容 市回答

建設企業
館林市内に本店（又は支店）を有するも
のとなっていますが、支店を営業所と読
み替えてもよろし良いでしょうか？

建設企業の参加資格要件（業務別）は、
次のとおりとします。

建設企業は、次の全ての要件を満たして
いること。ただし、複数の企業とする場
合は、少なくとも1者は次の全ての要件
を満たすこととし、他の者は少なくとも
①、②、③、④及び⑤の要件を満たすこ
と。
なお、第三者に委託、又は下請人を使用
する際の一次下請け業者選定について、
市の入札参加資格（電気又は管）を有
し、館林市内に本店（又は支店・営業
所）を有する者から1社以上選定するこ
と。ただし、構成員又は協力企業の中
に、本条件を有する者【市の入札参加資
格（電気又は管）を有し、館林市内に本
店（又は支店・営業所）を有する者】が
1者以上含まれる場合はこの限りではな
い。
①　建設業法（昭和24年法律第100号）
第3条第1項の規定により、建築一式工事
につき特定建設業の許可を受けた者であ
ること。
②　館林市内又は邑楽郡内に本店を有す
る者とすること。ただし、邑楽郡内に本
店を有する者については、合わせて館林
市内に支店又は営業所を有する者とする
こと。
③　建築一式工事において格付等級がＡ
である者とすること。
④　雇用保険法（昭和49年法律第116
号）に基づく雇用保険、健康保険法（大
正11年法律第70号）に基づく健康保険及
び厚生年金保険法（昭和29年法律第115
号）に基づく厚生年金保険に事業主とし
て加入していること。ただし、各保険に
ついて法令で適用が除外されている場合
を除く。
⑤　平成17年4月以降に公共施設（鉄筋
コンクリート造又は鉄骨造）の新築又は
改築の施工実績を有する者とすること。
⑥　ＳＰＣに出資する構成員とするこ
と。

11 実施方針 10 2 3 (3) ③ エ
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12 実施方針 10 2 3 (3) ③
建設企業の参加資格
要件

建設企業の資格要件の1つに館林市内に
本店（支店）を有する者とありますが、
館林市内に本店（支店）を有しない企業
が参画する場合には、資格要件すべて
（ア～オ）を有する企業との共同企業体
を組成しなければ参加できないという理
解でしょうか。ご教示願います。

実施方針に関する質問回答№11を参照し
てください。ただし、共同企業体として
の参加は不可です。
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